
九州医療専門学校精神保健福祉士通信学科 

国家試験対策資料（2024年度） 

 

💕 要点まとめ（第 25回_地域福祉の理論と方法） 💕 

 

●地域福祉に関する用語（問題 32） 

 ⇒言葉の雰囲気から推察できるようになると良いのですが…🤡 

🎇コミュニティケア：コミュニティ（地域社会）でのケア、コミュニティによるケア 
（福祉関連の事業所などだけで完結するのではなく、地域全体で…☺） 
 

🎇福祉の多元化：いろんな担い手が福祉サービスを提供する（英ウォルフェンデン報告🔍✨） 
（政府、民間非営利、営利企業、家族や近隣住民 etc…） 
 

🎇社会的企業：事業を通して社会的課題に取り組む企業や団体 
 

🎇住民主体：地域住民が主体的にその地域の課題解決に取り組むこと 

 

●特定非営利活動法人（問題 33）国試ナビ（社 2023）P.253/（社 2024）P.259/（社 2025）P.288🔍✨ 

 ⇒第 26回問題 33を…🔍✨ 

 

●共同募金（問題 33、38）国試ナビ（社 2023）P.87/（社 2024）P.89/（社 2025）P.95🔍✨ 

 ⇒第 26回問題 38を…🔍✨ 

 

●社会福祉法（問題 33、34、36）国試ナビ（社 2023）P.81～85/（社 2024）P.83～87🔍✨ 

/（社 2025）P.91～95🔍✨ 

 ⇒第 26回地域福祉の理論と方法の要点まとめを…🔍✨ 

 

●市民後見人（問題 33）国試ナビ（社 2023）P.159/（社 2024）P.165/（社 2025）P.195🔍✨ 

 ⇒詳細については「権利擁護と成年後見制度」で押さえましょう🧐📖（ここでは割愛…💔） 

 

●地域包括ケアシステム（問題 34）国試ナビ（社 2023）P.229/（社 2024）P.237/（社 2025）P.263🔍✨ 

 ⇒もうすでに完成している（らしい）…んですが、ほんとですか😲⁉ 

🎗どんなもの：誰もが自宅から 30分以内に、医療・介護・予防・生活支援サービスにアクセス

できる体制 

🎗いつから：2003年に初めて提案されて、2005年の介護保険法改正に反映されました🎃 

 

 

 

●市町村地域福祉計画と地域福祉活動計画（問題 37） 

 ⇒第 26回問題 34を…🔍✨ 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センターの創設！ 
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●災害（問題 39）国試ナビ（社 2023）P.229～230/（社 2024）P.237～238/（社 2025）P.263～264🔍✨ 

 ⇒地震、台風、大雨 etc…😥🗾自然現象のコントロールは無理なので、せめて備えくらいは…🛠 

・災害対策基本法：伊勢湾台風をきっかけに、1961年に交付🧾 

市町村長は避難行動要支援者への個別避難計画の作成に努める 
（避難行動要支援者のリストは、本人の同意があれば、避難支援者に提供して OK） 
 

ボランティアに対しては、「指示や指導」ではなく「協働や連携」 
（災害ボランティアセンター等の整備は努力義務） 

 

・被災者見守り/相談支援事業：東日本大震災の被災者への相談支援 
（社会福祉協議会等に配置された相談員が仮設住宅などを巡回） 

 

・福祉避難所：災害時に高齢者、障害者、乳幼児など配慮が必要な人たちが避難する場所🏦🚐 

一般避難所の一部を要配慮者が過ごせるように区切ってもOK 

特定の有資格者の配置規定なし🍏だけど、適宜相談が可能な体制の整備は必要☝ 
（必要な時が来るかどうかもわからない避難所に専門職を確保しとくのはさすがに難しい…🤔） 

市町村で確保するよう、国からお願いされている🙏 

 

・災害派遣福祉チーム/DWAT（都道府県）：主には一般
．．

避難所にいる要配慮者への福祉支援を行う 

 

●介護保険～地域支援事業～（問題 40）国試ナビ（社 2023）P.68～80/（社 2024）P.70～82🔍✨ 

/（社 2025）P.78～90🔍✨ 

 ⇒介護保険制度は科目として学ぶ機会がないので、なかなかの難所カモ…🦆 

介護保険法による介護サービスは大きく分けて 2つ🤗 

☝保険給付：国試ナビ（社 2023）P.72～73/（社 2024）P.74～75/（社 2025）P.82～83🔍✨ 

超ざっくりまとめると… 

・要介護者への介護サービス 

・要支援者への訪問介護、通所介護、ケアマネジメント以外の介護サービス 

 

✌地域支援事業：国試ナビ（社 2023）P.76～77/（社 2024）P.78～79/（社 2025）P.88～89🔍✨ 

個別支援＆地域全体を対象とした地域づくり（主体：市町村） 

①介護予防・日常生活支援総合事業 

  【対象者】 

  ●第 1号被保険者 

   ・要介護認定なし 

   ・基本チェックリスト該当者 
    （👆このまま放っておくと介護が必要になりそうな人） 

   ・要支援の認定を受けている人 

   ・要介護の認定を受けている人 

 

②包括的支援事業 

③任意事業 

 

●ひきこもり支援センター（問題 40） 

 ⇒第 26回問題 33を…🔍✨ 

 

介護予防・生活支援 

サービス事業の対象者 

一般介護 

予防事業 

の対象者 


